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二
十
二
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十
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二
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受
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六
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六
号

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
つ
が
る
市
の
基
地
関
係
施
策
の
充
実
強
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
つ
が
る
市
の
基
地
関
係
施
策
の
充
実
強
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
Ｘ
バ
ン
ド
・
レ
ー
ダ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
安
定
的
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
配
備
先
に
お
い

て
、
地
元
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
国
、
つ
が
る
市
等
の
地
元
地
方
公
共
団
体
、
関
係

機
関
等
及
び
米
軍
か
ら
な
る
連
絡
会
を
設
置
し
、
地
元
と
の
連
絡
を
密
に
す
る
と
と
も
に
、
Ｘ
バ
ン
ド
・
レ
ー
ダ
ー
・
シ
ス

テ
ム
の
配
備
に
伴
い
生
ず
る
障
害
の
防
止
等
の
た
め
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九

年
法
律
第
百
一
号
）
等
に
基
づ
き
、
民
生
安
定
施
設
の
助
成
等
を
実
施
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
「
適
用

基
準
の
緩
和
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
後
と
も
、
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
し
て

ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
日
米
安

保
条
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
日
米
安
全
保
障
体
制
は
、
我
が
国
防
衛
の
柱
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
日
米
安
全
保
障
体
制

の
信
頼
性
の
一
層
の
向
上
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日
の
日
米
安
保
条
約
の
署
名
五
十
周

一



年
に
当
た
っ
て
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
共
同
発
表
に
お
い
て
も
、
変
化
す
る
安
全
保
障
環
境
の
中
で
、
共
通
の
利

益
を
有
す
る
幅
広
い
分
野
に
お
い
て
、
米
軍
と
自
衛
隊
と
の
間
の
協
力
を
含
め
、
協
力
を
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
一
致
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
日
米
間
の
安
全
保
障
分
野
に
お
け
る
協
力
を
引
き
続
き
強
化
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
及
び
施
設
等
所
在
市
町
村
調
整
交
付
金
の
平
成
二
十
三
年
度
予
算
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
交
付
金
の
性
格
、
基
地
が
所
在
す
る
市
町
村
等
の
実
情
、
現
下
の
厳
し
い
財
政
事
情
等
を
総
合
的
に
勘
案
し

つ
つ
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


